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電通法（27条の３）の規律

通信料金と端末代金の完全分離 期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正

✓ 通信契約とセットでの端末代金値引き等の上限を設定
✓ 端末の購入を条件とする通信料金の割引を禁止

✓ 契約の解除を不当に妨げる提供条件で契約を
締結することを禁止

➢ 電通法27条の３は、モバイル市場における公正競争の促進を目指し、
規律対象の事業者が自社の利用者と通信サービスや端末購入等の契約を締結する際のルールを規定したもの

➢ 規律により達成すべき目的は、具体的には下記4点と理解

モバイル市場における公正競争の促進

事業者間の適正な
競争環境の実現

利用者が自らのニーズに沿った
通信サービスを合理的に選択

利用者間の不公平解消
通信料金の

高止まりの解消

Memo:
・リード文1ポツ目は第1回委員会資料より抜粋済（～禁止とは書いてない）
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➢ 目的が達成され、公正競争の促進が損なわれない限りにおいて、規制の最小化を図ることは異論ない
➢ 現時点においては、達成できている目的がある一方で、課題も存在している状況

目的の達成状況に対する当社評価

利用者が自らのニーズ
に沿った通信サービスを

合理的に選択

目的の達成状況

事業者間の適正な
競争環境の実現

利用者間の
不公平解消

通信料金の
高止まりの解消

詳細は次頁以降参照

• 通信料金と端末代金の分離により、通信市場と
端末市場の双方での公正競争が促進

• 継続利用割引規制により、過度な囲い込みが解消

• 継続利用割引規制により、既存顧客に対する
過度な囲い込みが解消

• 端末代金の値引き等の利益提供の規制により
転売目的の廉価販売端末の購入が減少

• 端末購入プログラムについては、算定ルールの整備
により、利用者間の不公平は大幅に低減

成果 課題

規律対象事業者の基準に関する考え方が
不明瞭

課題❸

回線契約時に提供される利益を目的とした
短期解約の増加

課題❷

プラン変更に係る例外規定による市場の歪み課題❶

• 事業者間の競争が促進し料金の低廉化が実現

• 新料金プランへの移行が進展

ー

ー

MEMO:
・「利益提供規制」→「端末代金の値引き等の利益の提供」が規制（GL P23）
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「新規契約」を条件とする通信料金の割引等は、
端末の販売がない場合でも規制の対象

プラン変更に係る例外規定による市場の歪み（1/3）

同一事業者内のプラン変更が著しく制限されていないときは、
「新規契約」には該当しないとされていることから規律なく通信料金の割引等が広く行われている

➢ 「新規契約」を条件とする通信料金の割引等は、端末の販売がない場合も規制の対象とされているが、
同一事業者内のプラン変更が著しく制限されていないときは、「新規契約」には該当しないことから
規律なく通信料金の割引等が広く行われている

GL (P30) プラン変更に係る利益提供について

課題❶ 課題② 課題③

「新規契約」を条件とする利益の提供に係る現行規律*

➢ 通信と端末の分離に係る規律において、囲い込みに係る規律が存在し
ており、新規顧客を獲得するための積極的な施策が柔軟にできない
（同一事業者間のプラン変更の場合のみ一定の条件下で可能）※トリ？

このルールが形骸化していて抜け穴があり、公正競争の観点
からルールやめましょう
→飯嶋課長コメントの件。意味がないからやめませんか

＜端末の販売がある場合＞ ＜端末の販売がない場合＞

規制の対象となる行為 「新規契約」の対象外となる条件

対象者が著しく制限されていないプラン変更は
「新規契約」には該当せず、通信料金の割引等が可能

＜端末の販売がある場合＞

*：「電気通信事業法第27条の３等の運用に関するガイドライン」 P28~32

↓2021競争WG報告書
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プラン変更に係る例外規定による市場の歪み（2/3）

➢ 規律なく通信料金の割引等が広く行われている市場の歪みを解消する観点から、
現行規律の見直しを検討いただきたい

GL (P30) プラン変更に係る利益提供について

課題❶ 課題② 課題③

➢ 通信と端末の分離に係る規律において、囲い込みに係る規律が存在し
ており、新規顧客を獲得するための積極的な施策が柔軟にできない
（同一事業者間のプラン変更の場合のみ一定の条件下で可能）※トリ？

目指すべき方向性

➢ 規律なく通信料金の割引等が広く行われている市場の歪みを解消する観点から、
対象者が著しく制限されていないプラン変更に関する例外規定を廃止

➢ 端末の販売がない場合において、「新規契約」を条件とする通信料金の割引は一定期間可能とする規律の緩和
（例：新規契約者に対し6か月間の通信料金割引は可能）

➢ 通信と端末の分離の観点から、端末の販売がある場合については現行の規律を維持
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プラン変更に係る例外規定による市場の歪み（3/3）

現行のGLから、以下要素の原文を記載
・新規契約に係る一切の利益提供が禁止
・ただし例外として「プラン変更」はその限りではない（利益提供ができる）

・各社プラン変更で利益提供を行い、囲い込みができている
・当社はワンプランがメインなのでそれができず＆お試し割も活用できない
（個社寄りの発言リスクがあるので、どこまで書くかは検討必要）

➢ 事業者間の円滑な乗換えを加速
➢ 利用者が乗換え検討先事業者（新規参入事業者等）

の通信サービスの質を「お試し」として利用しやすくする
目的*1

条件*2

規律の目的を踏まえ、市場に対する影響力を
有する事業者（二種指定事業者等）は
新たな「お試し割」の提供は不可

公正競争に入れる？
課題2に入れる

お試し割（使いづらくて、円滑化できてないことが課題、
公正競争の実現に入れちゃえば？）

↓
どっちもチャレンジングなことができないという課題に結
び付ける

２－１ 寡占状態
２－２ 公正競争促進されない
2－3 思い切ったことができない

お試し割に乗り換えるのは公正競争の実現にいれちゃえ
ば？？

課題２になるね
寡占の競争力はわかないのは、チャレンじできない

競争の促進のためには、事業者間の乗換えの円滑化が重要であるとこ ろ、利用者は、事業者の乗換えの検討に当たっ
て、乗換え検討先事業者（特 に新規参入事業者等（MVNO・楽天モバイル））の「通信品質に不安」、「通 信速度が
遅いと思う」という通信サービスの質への不安が障壁となって いるとの調査結果がある。これに鑑みれば、事業者間
の円滑な乗換えを加 速するため、利用者目線にたって、乗換え検討先事業者の通信サービスの 質を「お試し」として
利用しやすくすることが重要である。（P150）

現行の「お試し割」 目指すべき方向性

上記に加えて、将来的には提供可能事業者を見直すべき
盤石な～～～～

➢ まずは制度上の位置づけを変更し、
市場競争の活性化に向けた土台を整備

課題❶ 課題② 課題③

➢ 現行規律において、継続利用を条件としない通信料金の割引（=「お試し割」）は、条件を満たす場合に限って実施が
認められているものの、利益の提供の上限額の範囲とされていることから2024年の導入以降いずれの事業者も未実施

➢ 端末の販売がない場合において通信料金割引を一定期間可能とする規律の緩和等（前頁参照）が認められない場合には、
「お試し割」は条件を見直し、事業者が活用できる制度としていただきたい

➢ まずは制度上における「お試し割」の位置づけを見直し、
市場競争の活性化に向けた土台を整備

➢ 上記に加え、更に市場競争を促進するため、
将来的には「お試し割」の提供可能事業者を見直し

上限2万円規制における利益提供に加えて実施可能
(ミリ波対応端末における利益提供の特例と同様)

見直し案

規律の目的を踏まえ、市場に対する影響力を有する事業者
（二種指定事業者等）は新たな「お試し割」の提供は不可

見直し案

➢ まずは制度上における「お試し割」の位置づけを見直し、
市場競争の活性化に向けた土台を整備

➢ 上記に加え、更に市場競争を促進するため、
将来的には「お試し割」の提供可能事業者を見直し

見直し案

規律の目的を踏まえ、市場に対する影響力を有する事業者
（二種指定事業者等）は新たな「お試し割」の提供は不可

見直し案

導入目的を踏まえ、「お試し割」を実施できる条件を見直す

例：当該割引は、利益の提供の上限額に加えて実施可能とする
(ミリ波対応端末における利益提供の特例と同様)

現状
➢ 上限2万円規制の射程範囲に位置付けられており、

柔軟な施策の組み合わせや、他事業者による施策の
対抗策として重複適用することが不可

円滑な乗換えを促進する観点等から、
通信料金割引を可能とする制度として導入されたものの、

いずれの事業者も実施できていない

条件①で、「当該割引の合計金額は、利益の提供の上限額の内数に含まれる」
とされていることから、いずれの事業者も「お試し割」が実施できていない

ミリ波の例外規定張る？

*1：「競争ルールの検証に関する報告書2024」 P150
*2：「電気通信事業法第27条の３等の運用に関するガイドライン」 P28~32

【電気通信事業法第27条の３等の運用に関するガイドライン P31】
ミリ波対応端末については、当分の間、利益の提供の上限は５万５千円
（税抜）（端末の対照価格が２万円を超え11万円以下である場合には、当該端末の
対照価格の５割に相当する額又は２万円のいずれか高い額）と端末の対照価格から
先行同型機種の買取価格を減じて得た額のいずれか低い額とする。

ミリ波対応端末について、2024年の改正にて割引上限額を最大1.5万円引き上げ
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➢ 回線契約時に提供される利益を目的とした
短期解約を繰り返す行為（ホッピング）が増加

➢ 契約時に約した利益は短期解約した場合においても
提供しなければならず、事業者の持ち出しとなる

➢ 店頭契約においては、説明・案内に係る対応が都度発生し、
販売現場の負担感が大きく、事業者のコスト負担も発生
（詳細は次頁参照）

➢ 回線契約時に提供される利益を目的として短期解約を繰り返す行為（ホッピング）が増加
➢ 短期解約者へ提供した利益の回収ができないことに加え、販売現場の負担感が大きく、コスト負担も発生

白ロム割は規律の対象外とされており、
1円販売等の端末の極端な廉価販売が増加

回線契約時に提供される利益を目的とした短期解約（1/2）

端末市場における変化 短期解約に係る課題

課題① 課題② 課題③

端末の極端な廉価販売は見られなくなり、
転売目的の廉価販売端末の購入が減少

端末セット購入時の「白ロム割」を規律の対象

2023年12月以前

2023年12月以降

23年12月 料サ課古田補佐、消費者室佐藤補佐（回線数と金額） ※課長へのInput有無不明

24年7月 料サ課古田補佐（回線数のみ） ※課長へのInput有無不明

【社内】24年6月  Micky以下 （回線数と金額）

コスト確認中

23年12月：
24年1月29日：契約解除料の請求開始



8

参考：短期解約によるコスト負担 23年12月 料サ課古田補佐、消費者室佐藤補佐（回線数と金額） ※課長へのInput有無不明

24年7月 料サ課古田補佐（回線数のみ） ※課長へのInput有無不明

【社内】24年6月  Micky以下 （回線数と金額）

コスト確認中

23年12月：
24年1月29日：契約解除料の請求開始

構成員限り
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現在

＜短期解約＞
①契約時に利益提供
②契約から一定期間（6カ月程度）経過後に利益提供 
③契約から毎月分割で利益提供

 （途中で解約した場合は利益提供も停止）

回線契約時に提供される利益を目的とした短期解約（2/2）

・契約時に利益提供を行う
・契約から一定期間（6カ月程度）経過後に利益提供を行う
・契約から毎月分割して利益提供を行う（途中で解約した場合は利益提供も停止）

目指すべき方向性

ロジック見直し
利用者悪ではなく、現行制度の中の仕組みの穴、
それを見直す整備に倒す（課題・数字と整合）

➢ 現行規律において、事業者は新規契約者に対し、
契約時に約した利益は、短期解約した場合において
も提供

➢ 新規契約者に対しては、契約時に利益提供を行うこ
としかできず、悪質な利用者に提供した場合利益の
回収が困難

短期解約した場合において事業者は利益提供を行わないことを可能とするよう規律を見直し

課題① 課題② 課題③

➢ 短期解約を繰り返す行為（ホッピング）を抑止する観点から、
短期解約した場合においては、事業者が利益提供を行わないことを可能としていただきたい

契約時に約した利益を契約から一定期間（ 6カ月程度）経過後に提供

※一定期間経過前に解約した場合は利益提供の対象外

事業者が実施できるようになる対策例１

契約時に約した利益を一定期間の間で分割して提供

※一定期間経過前に解約した場合は以降の利益提供の対象外

事業者が実施できるようになる対策例２

事業者が実施できるようになる対策（例）

契約時に約した利益を契約から一定期間（6か月程度）経過後に提供

※一定期間経過前に解約した場合は利益提供の対象外

1

契約時に約した利益を一定期間内で分割して提供

※一定期間内に解約した場合は以降利益提供の対象外

2
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規律対象事業者の基準に関する考え方が不明瞭（1/2）

現行ガイドラインによると、規制対象は全MNOとX%以上シェアのMVNO

2025.5.29往訪資料

市場競争の活性化の観点から、
規律対象の基準に関する考え方を明確化

1. 電通法27条の３において、規律の対象とする事業者
（＝競争への影響が少ないとは考えられない事業者）
の基準に関する考え方を明確化し、ガイドライン上に記載

2. 1.の基準に満たない事業者が、柔軟な施策が行える
環境を整備

現行規律における対象事業者*1 目指すべき方向性

＜方向性＞
・明確化 
・競争環境の整備

MNOは利用者数の割合に関係なく全事業者が対象であり、
MVNOは利用者数の割合が4%以上の事業者が対象

対象事業者の基準が規定されているものの、
なぜ「競争への影響が少ないとは考えられない」*2のか不明瞭

課題① 課題② 課題❸

➢ ガイドラインにおいてMNOは全事業者、MVNOは利用者数の割合が4%以上の事業者を対象として規定されているものの、
当該基準をどのように考えて定めたかは示されていない

➢ 市場競争の更なる活性化の観点から、規律対象事業者の基準に関する考え方を明確化すべき

*1：「電気通信事業法第27条の３等の運用に関するガイドライン」 P13
*2：2020年9月28日 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会（第107回）資料
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規律対象事業者の基準に関する考え方が不明瞭（2/2）

• 市場全体の競争を維持していく
観点からは、新規参入者が、
一定の顧客基盤獲得までの間、
多少チャレンジングな料金を設定
することについて目くじらを立てる
べきではない

• むしろ、問題視することにより、
今後の新規参入の心理的な障壁
になる弊害の方が大きいのでは
ないでしょうか

情報通信審議会の答申を受け指定の基準値を引下げた際も、
シェアが低いMNOについては、規制の対象外とした場合でも

公正競争を阻害するとは考えにくいと示されている

■電気通信事業法施行規則の一部改正について*1 

*1：2012年2月21日 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会（第33回）資料
*2：2022年6月7日 競争ルールの検証に関するWG（第32回）資料

課題① 課題② 課題❸

第二種指定電気通信設備制度における考え方 甲南大学 佐藤名誉教授のご意見*2

➢ 第二種指定電気通信設備制度における考え方や有識者のご意見を踏まえると、
MNOであること（=移動通信サービスに係る無線局を自ら開設又は運用すること）のみを以て、
「競争への影響が少ないとは考えられない」とは必ずしも判断できないのではないか
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まとめ（課題と目指すべき方向性）

課題 目指すべき方向性

プラン変更に係る例外
規定による市場の歪み

回線契約時に提供
される利益を目的とした
短期解約の増加

規律対象事業者の
基準に関する考え方が

不明瞭

同一事業者内のプラン変更が著しく制限されていないときは、
「新規契約」には該当しないとされていることから
規律なく通信料金の割引等が広く行われている

回線契約時に提供される利益を目的とした短期解約を繰り返す
行為が増加しており、短期解約者へ提供した利益の回収が
できないことに加え、販売現場の負担感が大きく、コスト負担も発生

ガイドラインにおいて規律の対象事業者の基準が規定されている
ものの、当該基準をどのように考えて定めたかは示されていない

➢ プラン変更に関する例外規定を廃止

➢ 端末の販売がない場合において「新規契約」を条件とする
通信料金の割引は一定期間可能とする規律の緩和

➢ 通信と端末の分離の観点から、
端末の販売がある場合については現行の規律を維持

➢ 短期解約した場合において事業者は利益提供を
行わないことを可能とするよう規律を見直し

➢ 市場競争の更なる活性化の観点から、
規律の対象とする事業者の基準に関する考え方を
明確化し、基準に満たない事業者が柔軟な施策を
行える環境を整備

➢ 公正競争を促進の促進を目指し、市場環境や規制効果を検証し、規制の在り方を検討いただきたい

課題❶

課題❷

課題❸
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市場環境や規制の効果を検証するための指標

公正競争の促進を目指し、検証・検討いただきたい

➢ これまで参照してきたデータに加え、総務省殿による覆面調査等に基づくデータを拡充することで
公正競争の一層の促進を目指し、検証・検討いただきたい

これまで参照してきた主なデータ* 追加で参照いただきたいデータ

通信市場の
動向

• 短期解約件数の推移
• 短期解約に対して事業者が実施した対策 等

規律の
遵守状況

覆面調査項目に以下観点を追加
• 利用者に対しホッピングを唆す案内がないか
• 利用者に対し一定期間の通信契約の
継続を求める案内がないか 等

*：2025年12月12日 モバイル利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証に関する専門委員会（第1回）資料
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参考：モバイルサービスの通信品質と顧客獲得のモチベーション（1/3）

ヒアリング項目 当社回答

自社のモバイルサービスの通信品質をどのような指標で評価しているか。
また、これを踏まえてネットワーク投資の水準をどのように評価しているか。

竹下さん経由で、モバイルネットワーク統括部配下の
Mahmoudさん、Onkarさん、Shiraishiさんに情報提供依頼中

構成員限り
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参考：モバイルサービスの通信品質と顧客獲得のモチベーション（2/3）

ヒアリング項目 当社回答

自社のモバイルサービスの通信品質をどのような指標で評価しているか。
また、これを踏まえてネットワーク投資の水準をどのように評価しているか。

竹下さん経由で、モバイルネットワーク統括部配下の
Mahmoudさん、Onkarさん、Shiraishiさんに情報提供依頼中

構成員限り
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参考：モバイルサービスの通信品質と顧客獲得のモチベーション（3/3）
「自経済圏の強化」を中心に、楽天の決算資料等をもとに作成予定

ヒアリング項目 当社回答

顧客獲得や顧客維持のモチベーションとして、通信料金収入の確保の他に
何があるか。
（例えば、顧客データの取得・活用・他サービスとの連携、自経済圏の強化等）

顧客獲得および顧客維持のモチベーションは以下2点です。

➢ 通信料金収入の確保
➢ 当社通信サービス利用者における楽天経済圏内の各種サービス

利用の促進
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